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第4章 任用 
 

1 任用（昇任） 
東京都教育委員会は、能力・業績主義に基づく任用制度を整備しており、教員等は公

平公正な選考によって、多様なキャリアアップを図ることが可能となっている。 

職務の級  職 

６級 

統括校長  

校長 
統括校長選定 ○校長級職歴、原則２年以上 

 

５級 副校長 

校長任用審査 
○校長選考合格者 

○管理職（副校長、統括指導主事等）経験年数４年以上 

 

校長選考 
○東京都教育管理職（副校長、統括指導主事等）経験年数３年以上 

○年齢59歳未満 

 

４級 
主幹教諭 

指導教諭 

副校長任用審査 

○教育管理職選考合格者 

○Ａ選考合格後、原則５年以上（主任教諭で合格の場合は６年以上） 

○Ｂ選考合格後、原則２年以上（主任教諭で合格の場合は３年以上） 

※ Ｃ選考の合格者については、教育管理職選考の判定結果をもって

任用審査会における適格の判定を受けたものとみなす。 

 

３級 主任教諭 

 

２級 教諭 
主任教諭選考 

○国公私立学校の正規任用教員又は臨時的任用教員としての教職経

験年数が通算して８年以上（ただし、都教職経験（臨時的任用は含ま

ない。）が継続して２年以上） 

○年齢30歳以上61歳未満（＊） 

 

 

 

 

 

教育管理職Ｃ選考 

○主幹教諭又は指導教

諭歴が３年以上ある者 

○年齢 50 歳以上 60 歳

未満 

４級職選考 

○現に主任教諭の職にあり主任教諭歴 2 年以上 

○年齢 34 歳以上 60 歳未満（＊） 

 

教育管理職Ａ選考 

○現に主幹教諭・指

導教諭である者又は

主任教諭歴が２年以

上ある者 

○年齢 44 歳未満 

教育管理職Ｂ選考 

次の（ア）又は（イ）に該

当する者 

 
（ア） 

○現に主幹教諭・指導教諭

である者 

○年齢 39歳以上 54歳未満 

（イ） 

○主任教諭歴が２年以上

ある者 

○年齢 46歳以上 54歳未満 

(注)１ 年数・年齢は全て年度末現在 

  ２ 「職務の級」は、教育職給料表と一致する。 

  ３  主任教諭は、主任養護教諭・主任栄養教諭を含む。教諭は、養護教諭・栄養教諭を含む。 

  ４  上記（＊）の上限年齢は、定年引上げに伴い、２年に１歳ずつ引上げとなる。上記年齢 

   は令和 7 年度時点のものであり、次に引上げとなるのは令和 9 年度である。 
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2 任用（異動） 

(1) 一般教員の異動 

異動の目的は、適材を適所に配置し、学校における望ましい教員構成を確保するこ

とで教育活動の活性化を図ること及び教員に多様な経験を積ませ、教員の資質能力

の向上と人材育成を図ることにある。 

異動の方針として、校長の学校経営や人材育成支援のためのきめ細かな異動、全都

的な視野に立った広域的な人事異動及び島しょ・へき地等における教員構成の充実

を示している。 

 

ア 小・中学校の異動は、定期異動実施要綱により、次のように行う。 

(ｱ) 現任校に３年以上勤務する者を異動の対象とし、６年に達した者を必異動

とする。 

(ｲ) 過員解消のための異動は、異動の対象となる者から行う。 

(ｳ) 現任校における勤務年数が６年に達した者のうち、校長の具申及び各教育

委員会の内申に基づき、東京都教育委員会が認めた者については、異動の対

象としない。 

(ｴ) 全都を12の地域に分け、５校を経験するまでに異なる３つの地域を経験す

る。 

(ｵ)  異なる２ステージを経験した者は、異なる３つの地域を経験したものと

みなす。 

 

イ 都立学校の異動は、定期異動実施要綱により、次のように行う。 

(ｱ) 現任校に３年以上勤務する者を異動の対象とし、６年に達した者を必異動

とする。 

(ｲ) 都立高等学校等においては、学校タイプ等によりＡからＤまで４つのステ

ージを設定し、原則として、ステージＢ（島しょ地区、定時制課程の学校等）

を含む異なる三つのステージを経験する。 

(ｳ) 都立特別支援学校においては、障害種別等によりＡからＦまで六つのステ

ージを設定し、原則として、３校を経験するまでに、異なる２つのステージ

を経験する。 

※ 学校を取り巻く環境の変化や都民の多様な期待に的確に応え、特色ある学

校づくりを推進するため、限られた人材を機動的かつ効率的に広く求め、人

材の活用を図ること、教員の能力・適性や意向等を最大限に生かし特色ある

分野に反映することを目的とした「公募制人事」も実施している。 

 

(2) 校長・副校長の異動 

同一校勤務年数４年以上（副校長は３年以上）を原則として異動の対象とし、適材

を適所に配置する。 

なお、区市町村立学校においては、原則、58歳以上の地区間異動は認めない。 
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(3) 異動規模 

 

異動状況総括表 （令和７年４月１日付異動） 

校種別 異動総数 

内         訳 

校 長 副校長 

教     員 

主幹教諭 

指導教諭 
主任教諭 教諭等 

 

小 学 校 

人 

5129 

人 

366 

人 

404(1) 

人 

355 

人 

2037 

人 

1967（2） 

中 学 校 2379 199(4) 210(3)  237(2) 855(8) 878(6) 

義務教育学校 109 2 12 6 38 51 

高 等 学 校 1538 85 118 135 694 506 

中等教育学校 45 3 4 0 18 20 

特別支援学校 835 24(1) 35(1) 62(3) 298(6)   416(5) 

計 10035 679 783 795 3940 3838 

(注) １ 校長及び副校長には、自校昇任者を含む。 
２ 小学校の（  ）内は、都立中等教育学校附属小学校で内数 
３ 中学校の（  ）内は、都立高等学校附属中学校で内数 
４ 特別支援学校の（  ）内は、区立特別支援学校で内数 

 

校長異動数 （令和７年４月１日付異動） 

種 別 小学校 中学校 
義務教育 

学校 
高等学校 

中等教育 

学校 

特別支援 

学校 
計 

 人 人 人 人 人 人 人 

新任 98 71 0 30 0 8 207 

転任 268 128 2 55 3 16 472 

計 366 199 2 85 3 24 679 

 

副校長異動数 （令和７年４月１日付異動） 

種 別 小学校 中学校 
義務教育 

学校 
高等学校 

中等教育

学校 

特別支援 

学校 
計 

 人 人 人 人 人 人 人 

新任 126 114 6 37 1 18 302 

転任 278 96 6 81 3 17 481 

計 404 210 12 118 4 35 783 
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